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0 「今後 の審 査委員 会 のあ り方 に関す る検討会 l

月)で報 告 され た山「]支 部、福 111支 剖∫及 び 千葉 支

よる支 部門差異の調査」につ いて追加 調査 を行 っ
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I 調 査 結 果 に つ い て

1 全 体 的な査 定の状 況

こ)今 回 の 追加 調 査 は 、昨秋 実 施 した 上 記 調 査 の結 果 を踏 まえ、3支部

の 半」断 の状 況 に つい て分 析 を行 った もの で あ る が 、3支 部 の判 断 は一

致 して い る 箇所 が少 な く、相 当異 な って い る こ tヒ が 11明 した。

①  3支 部 の審 査 委 員会 の査 定 箇 所 につ い てみ る と、全 て の査 定 箇 所

の 6,911崎 所 の うち 5,994筒 所 86.7%は 1■ ∴|:の )の ]ヽ 定 で あ り、

複 数 支 部 で査 定 した 箇 所 は 917箇 所 13.3%で あ った 。 (図 1_)

レセ プ ト交換調査の分析 (件 数・箇所 数・点数 )図 1
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※ 山口支部、福岡支部で平成21年 9月 に通常審査を終了したレセフトの中から抽出した、各々8700枚 、計17.400枚 のレセプト
について、山口、福岡両支部は相互交換で、千葉支部は両支部分をそれぞれ審査した結果、3支 部のいずれかで査定となつ
たレセフトを集計分析したものである。

※ 「複数支部で査定]した件数及び箇所数は査定した支部数にかかわらず1件及び1箇所とし、点数の値は査定した支部のうち
最小の値を集計している。
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②  lll「 1の 医療 機 関 の レセ プ トに つ い て 、福 岡 支 部 の「た定 倒1数 ,

所 数 ・ 査 定 点数 の いず れ も |IJ口 支 吉卜の査 定 の 約 81書 とな って |

(図 2)

図 2 山口17D医 療機関の レセプ ト査定状況 (件 数 口箇所数 ヽ点数 )
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③  これ に対 し、福 岡 の医療機 関の レセ プ トにつ い て、 山 口支部 の査

定 は、福 岡支部 の査定 との格 差 は比較的少 なか った。

(福 岡文部 の査 定 は、山 口支部 の査 定 と比較す る と件数 1.1倍 、箇

所数 1.3倍 、点数 2.0倍)(図 3)

図3 福岡の医療機関のレセプ ト査定状況 (件 数・箇所数・点数)
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2査 定 理 由 に着 露 1/た 調 査 の結 果

〇  山 口支 部 と福 岡支 部 につ い て 査 定 と lン

で 「査 定 」 と しノた箇 所 につ い て 、他 方 の

箇所 につ い て分 析 を した。

た理 由 に着 口 L/、 一 方 の 支 部

支 部 が 1請 求 どお り」 と した

○  「
査 定 Jと し′た理 ロョ、「請 求 どお り」 と lノ た理 111に つ い て は 、何 らか

の 申 し合 わせ 又 は 当該 支 部 で通 常 そ の よ うに半J断 して い る とす る iル

ー ル 等 」 と、 レセ プ トの請 求 内 容 を個 別 に判 断 す る 「レセ プ ト個 別 J

に 大別 した。 (表 1及 び表 2)

○  山 口支 部 と福 岡 支 部 が そ れ ぞ れ 「ル ー ル‐等」、「 レセ プ ト欄別 」 を判

断根 拠 と しな が ら、 全 く異 な っ た審 査 結 果 と した もの が 111当 の割 合 を

占めて い る事 実 が判 明 した。

査 定 理 由に つ い て

定理 由分 類



表 2 請 求 どお り理 由につ いて

請 求 どお りIB4由



:‐ メし′― ル等 」によ る「査 定 l itつ しヽて調べ た と :]ろ 、支 ぶ;萄 で整 合性

が と ,1´ て L.ヽ な い t,(Dが 多数存在 した。

1 自支 ffヽ

~で
は 「請 求 どお り |と した山 口の医療機 関 ly/71/セ プ トについ

:■、ネ
=岡

支 部が「ルーール等 Jの 区分 によ り査定 し/た 584箇 ,Fに ついて、

|:|口 支 部 で は同 じ「ルール等 Jの 区分 で 338箇 所 57.9%を 「
請求 どお

11と 1/て お り、両支部 での審査結果 は 「ルール等」で大 き く相違 じ

てい る こ とを示 してい る。 (図 4)

図 ■ 1
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更 に、詳細 につい て相違 を調べ る と、福岡支部 が 「申 し合わせ 」 を

理 由 と して査定 した 259箇 所 につ い て、山 口支部 では「支 音「取決事 I頂
J

を理 由 とし/て 「請求 どお りJと して い る ものが 2]5箇 所 で、259箇 所

に対 し 830%で 両支 部の判 断 が逆 とな ってい るこ とが分 か る。(図 5)

図5 【山口の医療機関レセプトで山口支部では「請求どおりJと され、そ冨岡支部のみで査定とされ

たものについて】

《福岡支部で「ルール等」で査定した理由別内訳と、それに対する山臼支部の「‐請求どおり」とし

た理由》                ~

2 福 岡支部が 「通常 の審 査」 で査 定 している ものが 280箇 所 あるが、

山 口支部 では 「通常 の審査 Jで 59箇所 21.1%を 「請 求 どお り」 とし

てい るほか、 181箇 所 64.6%に ついて 「病名 か ら判断」 を理 由 と して

「請求 どお り」 としてお り、や は り両支部 の判 断 は分 かれ てい る結果

となってい る。 (図 5)
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3  竃支 11:で |す |「青IIt it・ お t,1 と |′ た信 1予 IJ〕 ■ 療 |:鴻 |ウ ン ヒブ'卜 に ′つti｀

■ 、 [IJ I]支 部 が 「 /し  ノ1等 」 ″)区 分 |ご llり 査 11し た ら12綸 所 の うた)、

福 岡支 部 で は 「 し ヒプ ト1」 局il」 の 区分 で 1701薔 所 54.5,ち を 「請 求 どお

りJと してお り、 山「1支 部 が 何 らか の形 で 「査 定 Jと 定 め て い る 1)の

が 、福 岡 支部 で は ,Eめ は な い もの の 1言青求 どお り」と認 め らオ1́ノ て お り、

lti支 部 の判 断 が 異 な っ てい る こ とが分 か る。 (図 6)

図 6 [福岡の医療桂間の L′ tこ プトで拒岡支部で|よ 「請求どおり」とされ、tJJ園 支部のみで査定とさ

れたものについて]
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「 レセ プ ト個 別 」 の 区 分 に 属 す る もの で は 、 福 岡 支 部 の査 定 に 対 し、

曲「
』支 部 |ま 「 ルー ル 等 」 の 区 分 の理 由で [‐ 請 求 どお りJと す る害1合 が 高

くな って い る。

1 自支 部 で は 「請 求 どお り」 と lノ た 山 目の 医 療 機 関 の レセ プ トにつ い

て 、福 岡支 部 が 「レセ プ ト個別 」 の区 分 に よ り査 定 した 1,346箇 所 に

つ い て 、山 口支 部 で は 同 じ「レセ プ ト個別 」の 区分 で 677箇 所 50.3%
を 「請 求 どお り」 と し、「ル ァ ル 等 」 の 区分 で 620箇所 46.1%を 「請

求 どお り」 と して お り、両支 部 で の判 断 は大 き く異 な っ て い る。

(図 4)

更 に、 詳 細 につ い て 相 違 を fЧ べ る と、福 岡 支 部 が 「病名 か ら判 断 」

を理 由 と して査 定 した 1,086卜ilりれこつ い て 、 山 口支 部 で は 「病 名 か ら

判 断 」を理 由 と して「請 求 どお り」と して い る もの が 502箇所 で 、1,086

箇 所 に対 し 46.2%で lplじ 「病 名 か ら判 断」にお い て 両 支 部 の 判 断 が逆

とな っ て い る。

ま た 、 1,086箇 所 に対 ヒ/354箇 所 32.6%を 「通 常 の審 査 」 を理 由 と

して 「請 求 どお り」 と して い た。 (図 7)

図7 【山口の医療機関のレセプトで山口支部では「請求どおり」とされ、福岡支部のみで査定とさ

れたものについて】

《福岡支部で「レセプト個別判断」で査定した理由別内訳と、山口支部の「請求どおり」とした理由》

巨Ll空⊆馨理彊」 ⑦嚇 記③鯰 断
(01'`)     (ol%)

視
同

の
査

定

理
由

山

口

の
話
求
と

お
り

理
由

‐
幅
』
」

□
“
Ⅲの■■Fム

ロ ・ J■ ●1■■●
" |

轟 求と おり理 由 几例
`略

称 )

たJ F去 ヨウ取ユキ項         風  `二 十卜:‐

回  2,し イ:1う し       □ 〕にコ■
“

そので

鵬 3重静つ■■       屋 =「 彗■ ,ilり

目・ ■らんヽ|,判 断       目 3(Ct
□ 5t,お 。●́       □ f,二曖



2 =tl`Cは 1請 求 どお り 1と l´ た福 岡 J)医 療 機 関 の 1/t夕 |、 |■ ,い

1■ 、山「]支 部 が 「レセ ブ ト1司 メII Jの 1茎:分 に よ り査 定 した 605L"i"う
ち、ネニ1熟l支 部 で は 「レセ ブ ト個別 」の 区分 で 396箇 所 65.5%を 「請 求

どお り J と |´ 、 ま た 「ル ー ル 等 Jの 区分 で 99箇 ,「 164%を 『

=i)|こ

ど

お りJと して |,り 、 両 支 部 で の判 断 が異 な って い る。 (図 6)



II 支 部間差異 θ)発 生要 因

〇  この よ うに、両支部 にお け る 「支部 取決 lJ項 」や 「申 し合 わせ Jと い

う明示 され たル ール において も、また 「通常の審 査 Jと い う審査委員会

におい て形成 され て きた審査基 準 において も、更 に 「病名 に よ り判 断」

とい う医学的判断 にお いて も、大 き く隔 た りが あ つた。

〇  これ まで、支部 問差 異の対応策 としては、平成 7年 か ら「審 査 に関す

る支部門差異解消 のた めの検討委員会」 を開催 し、452事例 につい て検

討 ・協議 を行 つて きた .l´ ころで あ るが、支部 門差異の 問題 について の対

応 としては不十分 であ つた こ とは否 めない事実 で ある。

○ 支部問差異 が発生す る要因 として、平成 21年 5月 か ら平成 22年 2月

の間 に開催 され た 「今後 の審査委 員会 の あ り方 に関す る検討 会」の報 告

書 では、

①  審査委員会相互で、情報交換や 協議 を行 う機 会 の不足

②  医学的判断 、裁 量 の余 地等幅 の ある解 釈 に関 して、支 部独 自に定

めた 「支部取決事 J頁 」 の存在

③  保 険 診療ル ール に関 し、公 定解釈 が得 られ るまでの FF5に 発生す る

支部の独 自判 断 に よる差異

④  本部 と支部、支部審査委員会間の連絡調整 を恒常的に行 うことの

できる審査委員の不足

が指摘されているが、今回の調査では支部間の差異は深刻な状態にある

ことがあらためて確認 された。
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,1 支 :i,li:i圭 異 解 消 に 向 け モ

1「 今後 の審 査 委 員 会 のあり方 に関する検 討会 」報 告 書 での指摘

○  「今 後の審 査 委 員会 のあ り方 に関す る検 討 会 Jの 報 告 書 で 、支 部門

圭 う::の 上F消 に向 け て以 下 とお り指 摘 され て い る。

の  新 たな支部門 ,1異 を発 生 させ ない こと

②  従来 か を)あ る支部 門差 異 について はで きるだ け優先順 位 を定 めて

解 消 を |く ること

O 支 1■1差 異の |1与 題 は ,角
ti l:貪 者か ら提起 され るこ とが多い こ とか ら、

保険 1:1ヽ ら指摘 され た事項 について検討 し、対応 す る体制 を整備す

るこ と

④  支 部鷲」差異 の解 :肖 は、 ス ピー ド感 を持 って取 り組む こと

2審 査 I.=食 |や 機能強 :し 策

○  また、同報告書 では審査委員会 が取 り組 むべ き方策が提 言 され′てお

り、こ1れ を踏 ま え平成 22年 6月 に審査委 員会 の機 能の

'114し

を図 るた

め、以 下の方策 を打 ち出 し、その充実 、徹底 に努 めている。

① 「審査 に関す る苦情 等相 談窓 口」 の設置

主 と 1/て 保 険者 か ら提 起 されてい る支部間差異 の問題 に対 し、こ

れ まで は保 険者 か らの指 摘 を受 け止 め る仕組 み が なか っ た こ とか

ら、本 劇
`に

おいて保 険者 か らの苦情 を受 け付 け る窓 口を設 置 した。

受 |リ イヽまけた 苫情 につい て |ま 、原則 として 1月 以 内に処理 し、その

情報 は 当該保 険者 に回答 す る とともに、全支 部 に周知Jヒ/蔽 人 す る。

また、苦情 を早期 に処理す るため、次 に述べ る 「専門分野別 ワーキ

ング グル ー プ」 を活用す る。

② 「専 門分 野別 ワー キ ング グル ープ」 の編成

疑義解 釈 に疑 間が生 じた場合、厚 生労働省 の回答が出 る までの間

本部 において暫定的 な見解 を示す とともに、学会 の診療 ガイ ドライ

ン と保 険 診療ルール の不整合 の場合 に対応す るため、本部 にお いて

案 件 ご とに専 門分 野 に精 通 した審査 委 員 又 は外 部 の専 門 医か ら成

るワー キ ンググルー プを編成す る。

この 「専門分野別 ワー キンググル ープ」が審査委員会 か らの疑義

照会等 については暫定的 な医学的見解 を全支部 に提供 し、また学会

の ガイ ドライ ン と保 険 診療ル ール とが不整 合 で あ る事例 につ いて

は取扱案 を作成 し、厚生 労働省 に提供す るこ ととす る。

③ 「審 査委 員長等ブ ロ ック別会議」 の開催

全国の審査委員 会 が情 報 を共有 し、支部 間 で相談 。協議 を行 う審



奄委 員会 間のネ ッ トワー ク化 を推進 l´ 、従来年 2 FI開 催 して きた基

金審査 委員 1ミ 会議 に加 え_、 全国 6プ ロ ックで
「
審 査委 li長 等 ブ ロ ッ

ク別 会議 Jを 開催 し、審査委員 会 li]の 情 報交換及 び情報 の共有 を健

進す る。

「審査委員長等 ブ ロジク別 会議 」で、次 に述べ る審査委 員会 1規 の

審査 協 力につ いて も円滑 に対応 で きる よ う協議 す る。

④ 「審 査委員会 間の審 査協力」

規模 の小 さい支部 の審 査委員 会 においては、専 用科 の審査委員 の

確保 に困難 な ところもあ り、1〔目談・協議 がで きない こと等か ら判断

に困 るケースな ど、専 門的 な領域 の審査 に関 し、審査委員 が支部 を

超 えて相 談協議す る審査委員会 間の審査協力 を促 進す る。

具体的 には、審査 委員会 間で審査 照会 (コ ンサルテ ィング)が で

きる体制 を整備 し、審査委員 会相 互 で恒 常的 に審査 の支援が行 える

よ うにづ
~る

。

⑤ 「医療顧 間」の設置

以上① ～④ に掲 げた機 能強化 策 を実施 してい くためには、審査委

員 会 の内部 の調整 、審査委員会 と職員 との連携 、他審査委員 会 及び

本部 との連絡調整機 能 を強化す るZ、 要が ある。

支部 において、 この職務 に従 事 す るた め 「医療 顧 間」 を配置す る。

3医 薬 品についての電子 レセプトチェックの開始

○  「今後 の審査委 員会 のあ り方 に関す る検討会 」の報告書 が取 りま と

め られ て以 降、電子 レセプ トにつ いて コン ピュー タに よる 「傷病名 と

医薬品 の関連 チェ ックJを 開始 し、 7月 には 1,954品 日の医薬 品にう

い て適応 、投 与量、投 f」‐日数 に関 し一定の基準 を設 定 し、全 レセ プ ト

につい て電子的チ ェ ックを実施 してい る。今後 、その他 の診療行為 に

つ いて も、順 次 この よ うな電 子的 チ ェ ックを拡 大す るこ ととしてい る。

この よ うに、全 IJ一 律 の条件 で電子 的なチェ ックを実施 す る ことに

よ り、これ らの項 日につい ては今 回の よ うな レセ プ ト交換調査 を行 う

ま で もな く、全 国 の支部 の審査上 の取扱 い の差 異 が把握 で きるので 、

今 後 これ らのデー タを分析 評価す るこ とに よ り、不合理 な支部 間差 異

についてはその解 消 を図 る もの とす る。

12



■とめ

' 
今

"|の

レ tζ フ ト交 換 に よる調 査 は 、初 め てし1)試 み |あ っ た こ とfか を)

lll査 及 び 分 析 の 方法 につ い て は 十分 な もの で あ る とは 言い難 いが 、支

部 門 差 異 の 実 態 に つ い て は これ ま でに な か った ri重 な デー タ で あ る

の で 、今 後 の支 部 間 た 異 解 消 の た め に活 用 して 参 りtiい 8

● 今後 、全 111組 織 と lノ て Ft支 書
`が

一体 とな り、支 F『 胃差異 解 消 に向け

ての取 り組 み を更 に推 i生 させ審査 の充実 を図 る とと もに、不 合理 な差

異を解 消 tノ 関係者 をは じめ とす る国民 か らの (言 頼が 111ら れする よ う、支

11、 基金 の審 査の適 lE性 を確 保 tノ てい きたい■
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